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令
和
七
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

決
算
特
別
委
員
会
会
議
録 

 

第
八
号 

 
 

鹿
児
島
県
議
会 

一
、
委
員
会
を
開
催
し
た
年
月
日
、
場
所 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
六
日
（
木
曜
日
） 

 
 

産
業
経
済
委
員
会
室 

 
 

 

二
、
出
席
し
た
委
員
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

永
井 

 

章
義 

 
 
  

委

員

長 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

森 
 

 

昭
男 

  
 
 
 

副
委
員
長 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

い
ぬ
ぶ
し 

浩
幸 

 
 
   

委 
 
  

員 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

元
山 

ひ
さ
や 

  
 
 
  
 
 
 

〃 
   

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

小
川 

み
さ
子 

   
 

 
 

〃 
   

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

し
ら
い
し 

誠 
  
 
 
  
 
 
 

〃 
   

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

田
畑 

浩
一
郎 

  
 
 
  
 
 
 

〃 
   

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

大
久
保 

博
文 
  
 
 
  
  

〃 
   

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

前
野 

 

義
春 

  
 
 
  
 
 
 

〃 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

柳 
 

 

誠
子 

  
 
 
  
 
 
 

〃 

藤
崎 

 
 

剛 
  
 
 
  
 
 
 

〃 

田
之
上 

耕
三 

  
 
 
  
 
 
 

〃 

 

三
、
欠
席
し
た
委
員
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岩
重 

 

あ
や 

 

委
員  

 

四
、
出
席
し
た
委
員
外
議
員
の
氏
名 

 
 

な
し 

 

五
、
鹿
児
島
県
議
会
委
員
会
条
例
第
十
九
条
に
よ
る
出
席
者 

 

総
務
部 

 
 
 

 
 

虫
明 

 
 

徹 
 

部
長 

玉
利 

 

浩
二 

 

次
長 

陸
川 

 
 

諭 
 

財
政
課
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

議
会
事
務
局 

 
 
 

上
今 

 

朋
未 

 

委
員
会
第
五
係
長 

片
野
田 

真
知
子 

 

委
員
会
第
三
係
長 

 

六
、
会
議
に
付
し
た
事
件 

 
 

(

一)

議
案 

 
 

 
 

議
案
第
八
六
号 

令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
認
定
を
求
め 

る
件 

 
 七

、
審
査
経
過 

 
 

 
 

 
 

 
…

…
…

…
…

…
…
…

…
…

…
…
 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
一
時
四
十
四
再
開 

 
 

 
 

 
 

 
…

…
…

…
…

…
…
…

…
…

…
…
 

○
永
井
委
員
長 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

（
一
般
会
計
・
特
別
会
計
分
の
取
扱

い
意
見
集
約
・
採
決
） 
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こ
れ
よ
り
、
議
案
第
八
六
号
「
令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
認
定
を
求

め
る
件
」
に
つ
い
て
、
採
決
を
行
い
ま
す
。 

取
り
扱
い
意
見
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

〇
藤
崎
委
員 
謹
ん
で
申
し
述
べ
ま
す
。 

令
和
六
年
度
の
一
般
会
計
の
決
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

に
関
わ
る
国
庫
支
出
金
及
び
補
助
費
等
が
減
と
な
っ
た
こ
と
、「
燃
ゆ
る
感
動
か
ご
し
ま
国
体
・

か
ご
し
ま
大
会
」
の
終
了
な
ど
に
よ
り
、
歳
入
・
歳
出
と
も
に
前
年
度
を
下
回
っ
て
い
る
状
況

は
理
解
い
た
し
ま
し
た
。 

そ
の
内
容
を
見
ま
す
と
、
ま
ず
、
令
和
六
年
度
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
に
つ
き
ま

し
て
は
、
行
財
政
改
革
の
取
組
等
の
結
果
、
実
質
収
支
が
黒
字
と
な
っ
て
お
り
、
財
政
調
整
に

活
用
可
能
な
基
金
残
高
は
、
令
和
六
年
度
末
で
二
百
五
十
億
五
千
六
百
六
十
七
万
円
程
度
積
ん

で
い
る
な
ど
、
前
年
度
よ
り
増
え
、
本
県
財
政
の
健
全
化
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
評
価

い
た
し
ま
す
。 

次
に
、
収
入
未
済
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
五
年
度
は
増
加
し
て
い
た
も
の
が
、
令
和
六
年

度
は
再
び
減
少
に
転
じ
て
お
り
、
今
後
と
も
、
未
収
債
権
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
中
心

に
、
全
庁
的
な
未
収
債
権
対
策
の
取
組
や
、
債
権
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
基
づ
く
債
権
管
理
、

債
権
回
収
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、
事
務
事
業
に
関
し
ま
し
て
は
、
監
査
委
員
に
お
い
て
検
討
改
善
を
要
す
る
事
項
も
意

見
と
し
て
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
令
和
六
年
度
の
歳
入
歳
出
決
算
に
お
い
て
は
、
目
的
に
沿
っ
て
効
率
的

か
つ
効
果
的
な
執
行
が
な
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
、
財
産
の
管
理
や
業
務
の
執
行
体
制
に
つ
き

ま
し
て
も
、
概
ね
適
正
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。 

よ
っ
て
、
第
三
回
定
例
会
に
示
さ
れ
ま
し
た
、
議
案
第
八
六
号
令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
歳
入

歳
出
決
算
に
つ
い
て
認
定
を
求
め
る
件
は
、
認
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
御
提
案
い
た
し
ま
す
。 

最
後
に
、
本
県
の
財
政
は
一
層
の
高
齢
化
の
進
行
な
ど
に
よ
り
扶
助
費
が
引
き
続
き
増
加
す

る
傾
向
に
あ
り
、
県
有
施
設
等
の
改
修
や
更
新
に
要
す
る
経
費
の
増
加
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
国
は
、
今
後
も
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
厳
し
い
調
整
を
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
今

後
の
財
政
運
営
に
つ
き
ま
し
て
も
、
行
財
政
運
営
指
針
を
踏
ま
え
て
引
き
続
き
緊
張
感
を
持
っ

て
着
実
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
よ
う
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。 

〇
永
井
委
員
長 

他
に
御
意
見
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〇
小
川
委
員 

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
に
お
き
ま
し
て
、
良
質
な
ス
ポ
ー
ツ
環
境
の
提
供
と
い

う
ス
ポ
ー
ツ
・
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
で
す
が
、
令
和
六
年
度
は
、
民
間
事
業

者
に
資
金
等
調
達
か
ら
整
備
運
営
ま
で
包
括
発
注
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
実
施
に
向
け
た
取
組

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

令
和
六
年
四
月
五
日
、
一
般
競
争
入
札
公
告
関
係
書
類
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
、
四
月
十

一
日
に
入
札
説
明
書
及
び
落
札
者
決
定
基
準
等
の
説
明
に
三
十
五
社
、
五
十
九
名
が
参
加
し
、

県
内
企
業
が
十
七
社
を
占
め
た
。
六
月
十
三
日
、
入
札
参
加
者
の
希
望
に
応
じ
た
議
題
等
に
つ

い
て
意
見
交
換
し
、
七
月
八
日
に
内
容
公
表
、
九
月
二
十
七
日
に
入
札
が
不
調
に
な
っ
た
こ
と

で
、
事
業
者
等
に
十
月
末
か
ら
詳
細
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
重
ね
た
。
令
和
七
年
二
月
十
四
日
、
議

員
に
対
し
、
入
札
不
調
後
の
検
討
結
果
と
県
の
考
え
方
の
説
明
会
を
開
催
。
そ
し
て
三
月
県
議

会
に
突
入
し
、
代
表
質
問
、
一
般
質
問
、
常
任
委
員
会
に
お
い
て
説
明
が
繰
り
返
さ
れ
、
整
備

運
営
の
従
来
型
手
法
へ
の
見
直
し
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。 

こ
の
間
、
専
門
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
か
ら
、
入
札
説
明
書
等
に
関
す
る
事
業
者
か
ら
の
質
問
、

意
見
書
の
整
理
や
回
答
案
の
作
成
支
援
を
受
け
、
県
当
局
側
と
入
札
参
加
者
の
間
に
齟
齬
が
生

じ
な
い
よ
う
に
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
際
の
助
言
、
資
料
作
成
等
の
支
援
を
受
け
、
整
備
運
営

の
事
業
者
選
定
委
員
会
を
二
回
開
催
す
る
も
、
入
札
不
調
で
、
事
業
者
か
ら
の
提
案
内
容
を
審

査
す
る
に
至
ら
ず
、
開
催
は
見
送
り
に
な
り
ま
し
た
。 

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
か
ら
、
入
札
不
調
後
も
助
言
資
料
作
成
な
ど
、
支
援
を
受
け
た
と
い
う
こ

と
で
、
関
連
経
費
が
計
六
千
百
八
十
三
万
円
だ
っ
た
と
の
報
道
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、
三

年
間
で
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
に
計
四
千
五
百
十
万
万
円
、
令
和
六
年
度
は
立
ち
ど
ま
る
こ
と

も
な
く
、
二
千
二
百
十
八
万
円
を
支
出
、
執
行
残
が
わ
ず
か
三
・
四
％
の
み
。
ど
の
よ
う
な
論

議
を
重
ね
て
従
来
型
に
見
直
さ
れ
た
の
か
、
こ
れ
を
無
駄
で
な
か
っ
た
と
言
い
切
ら
れ
る
当
局

の
姿
勢
は
ま
さ
に
県
民
不
在
、
生
活
苦
に
喘
ぐ
県
民
を
愚
弄
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、

執
行
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
は
い
え
認
め
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
不
認
定
と
い
た
し
ま

す
。 も

う
一
点
、
県
警
の
緊
急
治
安
対
策
事
業
費
千
三
百
七
十
万
円
を
執
行
し
た
中
に
、
安
全
で

安
心
な
鹿
児
島
づ
く
り
の
推
進
と
し
て
、
犯
罪
情
報
提
供
と
し
て
県
警
安
心
メ
ー
ル
の
配
信
が

あ
り
ま
す
。 
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決
算
報
告
で
は
、
こ
の
配
信
は
令
和
六
年
度
は
六
百
四
回
と
あ
り
ま
す
が
、
令
和
六
年
一
月

か
ら
十
二
月
ま
で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
は
六
百
三
十
四
回
と
あ
り
、
発
生
日
時
、
場
所
、
つ

き
ま
と
い
や
、
の
ぞ
き
、
わ
い
せ
つ
な
ど
の
事
案
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
犯

人
像
も
、
身
長
、
年
齢
、
服
装
髪
型
な
ど
ま
で
詳
し
く
情
報
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
県
民
の
安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
を
守
る
と
い
う
情
報
提
供
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
枕
崎
署
員
に
よ
る
ト
イ
レ
盗
撮
事
件
に
つ
い
て
は
、
幾
度
も
あ
っ
た
の
に
、
一
切
情
報

が
発
信
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

当
時
の
生
活
安
全
部
参
事
官
に
よ
れ
ば
、
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

最
大
限
配
慮
し
た
上
で
、
捜
査
の
支
障
に
な
る
よ
う
な
状
況
が
あ
る
場
合
に
は
配
信
の
対
象
と

な
ら
な
い
と
い
う
運
用
指
針
が
あ
る
と
の
理
由
で
あ
り
ま
し
た
が
、
身
内
に
甘
い
と
し
か
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。 

令
和
六
年
、
私
は
こ
の
件
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
の
専
門
家
に
指
摘
を
受
け
て
気
が

つ
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
不
公
平
な
情
報
提
供
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
の
事
業
を

こ
こ
で
認
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
も
県
警
の
身
内
へ
の
甘
さ
を
認
め
、
早
期
解
決
へ
の

ブ
レ
ー
キ
に
な
る
と
考
え
、
不
認
定
と
い
た
し
ま
す
。 

〇
永
井
委
員
長 

取
扱
い
意
見
が
、
認
定
と
不
認
定
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
、
挙
手
に

よ
る
採
決
を
行
い
ま
す
。 

議
案
第
八
六
号
を
認
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
委
員
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 
 

［
賛
成
者
挙
手
］ 

〇
永
井
委
員
長 

挙
手
多
数
で
あ
り
ま
す
。 

よ
っ
て
、
議
案
第
八
六
号
は
認
定
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
日
程
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

明
日
は
午
前
十
時
か
ら
工
業
用
水
道
事
業
及
び
病
院
事
業
の
審
査
を
行
い
ま
す
。 

本
日
の
委
員
会
は
こ
れ
で
散
会
い
た
し
ま
す
。 

ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。 

 
 

 

午
後
一
時
五
十
三
分
散
会 

   

     


